
長沼町ボランティア連絡協議会〈会長穴田節子氏)の

7月15日に行われた「ふれ愛サロン」のようすです。

焼肉を外で食べるのは

ひさしぶりね!! 
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く赤い羽根共同募金運動実施〉

ぶ1料¥7 ¥ 赤い羽根共同募金は、子どもたち、高齢者、

障がい者などを支援するさまざまな福祉活動

に役立てられているほか、地震や豪雨等によ

る大規模災害発生時には、「災害ポランティ

アセンターj の設置や運営など被災地支援に

もイ吏われています。

今年も 10月1日から 12月31までの期間で、 69回目の赤い羽根共同募金

運動が全国で展開されています。

みなさまのご協力をお願い申し上げます。

I 袋沼趨のø~滋娘漢詩努盆醤臓潔除決のとおりで輩、

|戸別募金| 各行政区に 1世帯当たり 3∞円で募金をお願いしています。

!法人募金|法人(企業)を対象に地域の社会福祉向上のために募金をお願いして

います。

|職域募金i企業・団体・官公庁などの職場に募金をお願いしています。

|学校募金i各学校の児童 生徒に呼びかけて募金活動をお願いしています。
;.-{，O(. ::;';~{..、

|興行制 各種イベントで呼びかけて募金をお願いしています。 A FJ 

|その他| 町内のコン山、どに募金箱の設置をお願いしています。 巴問

E 都港扱蜘湧金I¥q，湾総に臥 ;蝋 kの範鐙菌室が納ます、

①法人の寄附

株式会社などの法人が共同募金会に寄附すると、その全額を損金の額に算入するこ

とができます。これは、共同募金会に対する寄附金が、財務省からの『指定寄附金』

として認められているためです。



②個人の寄附

ア所得税

寄附される金額が2千円を超える場合は、所得税の『所得控除』または『税額控

除』いずれかの対象となります。

@所得控除額 |寄附金額(年間所得のω%を限度とする額)-2千円|

@税額控除額 |(税額控除対象寄附金額一2千円)X40%1

イ個人住民税

寄附される金額が2千円を超える場合は、住民税の『税額控除』の対象となり

ます。

.税額控除額 |{寄附金額(年間所得の 30%を限度とする額)-2千円}X10%1 

遊撃則撤翻蛤おも.銭2精農蹴障論議事事震に鴻t，ssast4捌蟻減議

総選tVi払をお拠訳磁波のとおりで'1、

|高齢者福祉のために| |児童青少年のためにi
-施設交流会開催事業 10.'αx)円 -修学旅行費助成事業

-喜寿祝品贈呈事業 270;α氾円 -新入学児童祝品贈呈事業

計 280.α)()円 計

|ボランティア活動のために| |総合的福祉活動のため4
-ボランティアスタール開講事業 10.α氾円 -供物贈呈 事業

-ポ?ンティ7育成活動保険加入事室 50.1α氾円 計

計 ω.α氾円

l、て

社会福祉協議会では、今年喜寿 (77歳)を迎えられた

昭和 14年生まれの 152名の方々お一人おひとりに訪問

をさせていただき、心ばかりではありますが、お祝いの品

をお贈りさせていただきました。

みなさん、とてもお元気でお過ごしのご様子で した。

130;α氾円

40;α氾円

170;α氾円

判3日514円

科3.514円

℃れから私お緯に気を~t設でお漉やかむお温む応部V



共同募金委員会の役員をご紹介いだします。

平成 27年7月30日に開催された長沼町共同募金委員会評議員会において、任

期満了に伴う役員改選が行われ、次の方々が選出されました。

役職名 氏 名 行政区 選出基準区分 再任・新任区分

会 長 杉 本武紀 28区 ③ 再 任

副 会長 度 川 愛 子 錦町区 ⑥ 再 任

副 会長 奥 原 春 雄 1 5区 ③ 再 任

理 事 土田 孝 幸 25区 ③ 新 任

理 事 酒 井 侍 祐 30区 ① 再 任

理 事 葬藤 茂 宮下区 ③ 再 任

理 事 宮本 哲 行 東町区 ③ 再 任

理 事 宇野美枝子 旭町区 ③ 再 任

理 事 十 河 義 博 6区 ② 再 任

理 事 本間 良子 銀座区 ⑤ 再 任

理 事 宇都宮静子 1 7区 ③ 再 任

理 事 岸 喜美子 22区 ④ 新 任

」酢m. 事 木村 孝 一 1 6区 ⑦ 再 任

S陸湿t1 事 中野明義 東町区 ③ 再 任

任期
自平成 27年 10月 1日

至平成 29年 9月30日

※理事及び監事の選出基準

① 住民自治組織会員

② 民生委員児童委員

③ 保護司

④農協青年・女性部員

⑤女性連絡協議会会員

@商工会青年・女性部員

⑦学識経験者

⑧ 社会福祉に関心を持つ方

すべての人力t健やかに暮らせる地域をめざして

共同募金は、戦後間もない昭和22年にスタートして以来、皆様のご協力によって社会福祉施設

や社会福祉協議会、ボランティア活動などの多くの民間福祉活動を支援し、高齢の方や障がいのあ

る方、子育て中の方などすべての人が健やかに暮らしていくための地域づくりを支援しています。

急速に進む少子 ・高齢化の中、住民の福祉活動意識の低下や、 主たる担い手が高齢者に偏らざる

を得ない状況が進んでいる一方、防災、防犯、子育て、高齢者の見守りなど地域課題が深刻化し、

地域住民が主体的に取り組もうという参加意識や活動意欲の高まり による「地域コミュニティ j の

再生が期待されています。

赤い羽根共同募金は、こうした地域をより良くしようとする取り組みを「活動への参加や寄附J

を通じて、広〈社会で応援し、一緒に進めていくための運動です。

赤い羽根共同募金への皆様のご協力をお願い申しょげます。

(役員一同)

発行:長沼町社会福祉協議会〒069・1341長沼町宮下 2丁目 11番 1号電話 0123・82・5040


